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１．はじめに 
 １－１ 背景 
  
 静岡県の公共事業予算も平成７年度の約２千７百億円を最高に下降を続けており、最

近の予算額はその当時の半分程度にも達する厳しい現状となっている。 
バブル期以降の景気低迷や少子高齢化がもたらす税収不足による財政難は深刻であ

り、社会資本整備にあたっては従来の基準や評価による手法から、個別の機能に応じた

効率的かつトータルコストが経済的な整備手法が求められている。 
今後の社会資本整備は、住民や利用者のニーズに合い、必要な機能を有しながら最小

のライフサイクルコストで維持できる最適な計画をする必要がある。 
 
１－２ 設計ＶＥの本質 
 
公共事業におけるバリューエンジニアリング（Value Engineering 以下ＶＥと言う）

とは、「公共事業に求められる本来の機能（目的）を抽出し、改善価値のある機能を発

見し、新たな改善提案を創造するプロセス」であり、公共事業に求められる機能とコス

トのベストバランスを追求する管理技術である。 
ＶＥは価値工学とも言われ、対象とする製品やサービスの機能を徹底的に解明するこ

とまで実施し、同じ機能やサービスを提供できることが可能であれば、コスト縮減等も

考慮しながらこれまでとは異なった手段でも採用していくこととなる。つまり、ＶＥは

現行の資材や工法あるいは発想から離れ、その求められている機能と手段の関係を見直

し、新たな解決手段の可能性を実現していくものである。ここで言う機能とは、表面的

なものではなく、目に見えない「働き」、「ものの本質」である。 
ＶＥは、「ものの本質」を捉えて住民や利用者のニーズに対してコスト縮減と機能向

上を両立しながら最適な調達を実現することである。発注者自らが徹底した目的意識と

柔軟な発想により、より良いものをより低コストで建設しようとする行為である。 
 
１－３ 設計ＶＥの定義 
 
本県では、設計ＶＥ検討会を最も上流側で実施されるＶＥと位置付けている。 
設計ＶＥ検討会で実施される設計ＶＥとは、住民や利用者のニーズに対してコスト縮

減と機能向上を両立しながら最適な調達を実現するために、公共構造物築造や行政サー

ビスの機能的研究に注ぐ組織的努力である。 
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１－４ 設計ＶＥの基本原則 
 
ライフサイクルコストを考慮した経済性を追求しつつ、必要な機能を確実に達成する

ことを目的に、設計段階において内容を検討分析し、最適な機能の確保を目指す取り組

みである。 
① 設計ＶＥは原案を否定するものでなく、より良い設計を目指すための取り組み 
② 設計者以外の複数メンバーにより構成されるＶＥチームを組織し、設計者とは違

った視点から原設計以上の価値向上を目指すもの 
③ 対象を「もの本位」で捉えるのではなく、対象の本質を求められる機能とそれに

かかるコストをつかむための機能的なアプローチを行い、機能の確保・向上とと

もに機能をより経済的に達成するための取り組みを行うもの 
④ 設計ＶＥにおける価値向上の形態 

Ｖ（価値）＝Ｆ（機能：機能評価値）／Ｃ（コスト） 

したがって、価値を向上させるには 

 

 

 Ｖ ＝
 
 コストダウン型 　機能アップ型 　複合型 拡大成長型

Ｃ

Ｆ

※ＣとＦの徹底的追求→Ｆ達成のための最適なＣを求める。 
※設計ＶＥでは機能低下型は対象としない。 
 

機能低下型

 
 
 

図－１ 設計ＶＥの形式 

 
１－５ 設計ＶＥガイドラインの目的と位置づけ 
 
本ガイドラインは、設計ＶＥ検討会を活用した設計ＶＥの的確かつ効率的な実施に資

するよう、実施手順や体制などについて基本的な考え方を整理したものである。 
本ガイドラインの活用により、設計段階における最適な調達が促進され、職員の技術

力向上に繋がることを期待するものである。 
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２．設計ＶＥの概要 
２－１ 静岡県における取り組み 
 
本県では、平成１５年度から試行を実施してきたが、本格的な取り組みは平成１６年

３月２９日付け建技第３６１号、建指第２２４号「土木技術職員の技術力向上について

（通知）」で開始され、各出先事務所に技監を委員長とした技術検討委員会を設置し抽

出した委託業務について着手時、中間時、完成時の３段階で審査・検討を実施している。 
また、民間能力を有効活用する入札時ＶＥ、契約後ＶＥはすでに導入されており、今

後も促進していく。 
 

小 

大 
 
コ

ス

ト

縮

減

効

果 

計画・設計 
↓ 

工事発注（入札） 
↓ 
契約 
↓ 
施工 
↓ 
完成 

契約後ＶＥ 

（請負企業が実施） 

入札時ＶＥ 

（入札参加企業が実施） 

公共事業の流れ 
設計ＶＥ 

（発注者及び受注者が実施）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図－２ ＶＥの時期と名称 

 
２－２ 設計ＶＥの効果と特徴 

 
当県の公共事業におけるコスト縮減については、平成１３年３月に｢静岡県公共工事

コスト縮減対策新行動計画｣を策定し、工事コストの低減、工事の時間的コストの低減、

ライフサイクルコストの低減、工事における社会的コストの低減及び工事の効率性向上

における長期的コスト低減、という５つの視点で総合的なコスト縮減を目指している。 

なお、平成１６年に取り組み強化のため、行動計画を改定し対策を推進している。 

・ 平成１６年度から平成２０年度までの５年間で平成１４年度の標準的な工事と

比較して、１５％のコスト縮減効果達成を目指す 

・ 縮減効果の算定において、従来の「工事コスト縮減」に「事業便益の早期発現」

と「将来の維持管理費の縮減」を追加 

・ 公共事業の全てのプロセスにおける取り組むべき１７９施策を明示 
公共工事の機能やコストは計画・設計段階でほぼ決まると言っても過言ではなく、国 

土交通省は平成１５年度に「設計の総点検」を実施し、対象３，９８２件に対して２，

１４３件、総縮減額８，４３８億円の効果を報告している。また、当県で実施する設計

技術ＶＥ検討委員会は、委員以外の職員も聴講可能であるため、職員相互の技術継承や

組織的かつ個人的な技術力向上を図ることが期待できる。 
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３．設計ＶＥ検討ガイドライン 
３－１ 基本原則 

  
 設計ＶＥは、既存の基本計画、通常の設計業務の成果を否定するものではなく、より

良い設計を目指すため改善の余地があることを前提に、設計担当者以外による点検を通

してより良い価値の高い解決策を見いだそうとする取り組みである。 
 設計ＶＥの実施にあたっては、基本原則を以下に示す。 

・ 設計ＶＥは、原案を否定するものではなく、より良い設計を目指すための取り組

みである。 
・ 事務所技監（相当職の職員）を会長として、設計者以外の複数のメンバーにより

構成されるＶＥチームにおいて、設計者とは違った視点から原設計以上の価値向

上を目指すものである。 
・ 対象を「もの本意」で捉えるのではなく、対象の本質を求められる機能とそれに

かかるコストを把握するための機能的アプローチを行い、機能の確保及び向上を

図ると共に、機能をより経済的に達成するための取り組みを目指すものである。 
 
３－２ 対象業務 
 
設計ＶＥの対象業務は、全ての業務が対象となるが、当面は規模が比較的大きく設

計者以外の複数のメンバーにより構成される設計ＶＥ検討会において、設計者とは違

った視点から原設計以上の価値向上を計画や構造物に見込める業務とする。 
各事務所の検討数量は年間数件程度とし、年度当初に設計ＶＥ検討会において検討

案件の抽出を決定する。当年に設計業務委託を発注する案件のみならず、すでに完了

している業務についても対象とすることができるものとする。その場合、別途ＶＥ業

務として発注することも可能である。 
   
３－３ 開催時期と検討内容 
 
設計ＶＥ検討会は、対象業務の総括監督員の要請を受けて、会長が召集するものとす

るが、原則として以下の３段階において開催するものとする。 

第 １ 回 （ 業 務 の 実 施 計 画 段 階 ） 
第 ２ 回 （ 業 務 の 遂 行 段 階 ） 
第 ３ 回 （ 業 務 の 成 果 品 ） 

 各段階における、検討項目及び内容は表－１，２，３を参照。 
特に、業務の遂行段階における第２回設計ＶＥ検討会において、基本原則に沿った設

計者以外の複数のメンバーにより構成される検討会において従来通りの検討をすると

同時に、会長が選定したＶＥチームにより、原設計以上の価値向上を通し、より良い設

計を目指した、設計者とは違った視点から作成された比較案について検討及び審査する

ものとする。 
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表－１ 

検 討 項 目 内      容 

(1)  

業務の理解 

・業務の目的と内容を十分把握しているか。 

(2)  

事 前 準 備 
・既往調査、文献の参照等十分な事前調査や資料整理を行ったか。 

・業務の目的に照らし、現地調査を十分行ったか。 

(3)  

打合せ協議 

・業務計画書等に関する当初の打合せにおいて、有益な提案等積極的な取り組みが

みられたか。 

(4)  

業務計画書 

・解析手法等の技術的な内容が適切で、これに基づく実施手順が適正か。 

・工程計画の設定も適切なものとなっているか。 

(5)  

提 案 力 

・設計ＶＥ検討会への取り組みが積極的で、必要な資料も用意し、監督員に十分説

明したか。 

(6)  

会社の対応 

・業務遂行にあたり、会社を上げて十分な協力体制にあるか。 

・ＶＥチームへの協力体制が十分取れているか。 

第 

１ 

回 

（ 

業 

務 

の 

実 

施 

計 

画 

段 

階 

） (7)  

ＶＥチーム

の活動 

・ＶＥチームのリーダー及びメンバー選考は適正か。 

・ＶＥチームの情報収集や代替案作成の工程管理は十分か。 
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表－２ 

検 討 項 目 内容 

(1) 

打合せ協議 

・打合わせの時期･内容が適切であって、指示･協議事項を正確に理解し、適切な打
合わせ記録を作成しているか。 

・発注者との密接な連絡の実施･疑義についての質問等に積極的な取組みが見られる
か。 

(2) 

工 程 管 理 

・ミスや手戻り･外部機関とのトラブルがほとんどなく、当初の工程管理や指示事項
を踏まえ適切な工程管理により業務を遂行しているか。 

(3) 

照   査 

・チェックリストの作成･チェック責任者の明示等厳格な照査を実施しているか。 

(4) 

技 術 力 

・検討事項の遂行･指示事項等への対応において十分な技術力を有しているか。 
・現地調査等の結果を、成果に十分反映させ、創意工夫により必要な検討作業や今
後の検討方針等を積極的かつ的確に提案し、作業を進めているか。 

(5) 

目的達成度 

・初期の目的に照らし、満足できる成果をあげているか。 

(6) 

比較案の作

成及び審査 

・比較案の作成及び経済的観点からの検討が十分なされているかを審査する。 

 

※この比較案を参考に設計 VE 検討会でより良い設計について検討（Vチームの代替

案も合わせて検討しその決定した案を VE 検討会案という） 

(7) 

指示事項へ 

の取り組み 

・前回審査書に基づく指示事項への取り組みは、積極的で十分であったか。 

(8)  

ＶＥチーム

への協力 

・ＶＥチームの代替案作成において、資料提供や説明、技術的協力を会社全体で取
組んだか 

 

第 

２ 

回 

（ 

業 

務 

の 

遂 

行 

段 

階 

） 
(9)  

ＶＥチーム

の活動 

・リーダーを中心にワークショップの開催を通して代替案を作成したか。 
・代替案を設計ＶＥ検討会で会員に十分伝えることができたか。 
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表－３ 

検 討 項 目 内     容 

(1) 

技 術 力 

・目的の成果を導き出すための解析手法･解析条件を十分吟味して設定しているか。
・業務内容の技術的な考察が十分なされ、初期の目的に照らし優れた成果であるか。

(2) 

取りまとめ 

・業務遂行段階での指示事項等も含め、検討結果を図表等の表現工夫により、内容
を理解しやすく簡潔な表現で的確にまとめているか。 

・記載方法･図表等に創意工夫が見られ、目的･条件･内容･結果及び課題が、簡潔で
理解しやすく重要な点が分かりやすいか。 

・仕様書･打合わせ等により必要とされた事項を完全にまとめており、資料等必要な
書類が整っているか。 

・VE 検討委員会案に対して明確な検討結果を示しているか。 

(3) 

照   査 

・チェック方法に努力と工夫が見られ、最終成果に単純ミスがほとんどなかったか。
・照査計画に基づき、適正な照査が実施されていたか 

(4) 

提 案 力 

・設計ＶＥ検討会への取り組みが積極的で、必要な資料も用意し、監督員に十分説
明したか。 

第 

３ 

回 

（ 

業 

務 

の 

成 

果 

品 

） 

(5) 

会社の対応 

・業務遂行にあたり、会社をあげて十分な協力体制にあったか。 
・ＶＥチームへの協力体制が十分取れているか。 

 

３－４ 設計ＶＥチームの編成 
  
設計ＶＥ検討会の会長は、原設計以上の価値向上を通しより良い設計を目指した、設

計者とは違った視点から比較案を作成するため、ＶＥチームを選定及び編成する。 
ＶＥチームのリーダーは事務所技監が設計ＶＥ検討会員の中から適任者を選定し、企

画係長はサブリーダーとして連絡調整等を担当する。 
リーダーは構成員として当該設計業務担当課以外の職員数名を選定する。 
また、本庁関係室から数名がＶＥチームに参加することができるものとする。必要に

応じて有識者の参画も認めるものとする。 
 

表－４ 

ＶＥ チ ー ム 

名   称 構成員詳細 備   考 
チームリーダー 設計ＶＥ検討会員 

（技術系課長） 
会長が選定 

サブリーダー 企画係長相当職員 本庁各課との連絡調整 
事務所メンバー（必須） 原則当該設計業務担当課以

外の職員、数名 
チームリーダーが選定 

本庁メンバー（選択） 本庁関係室職員 会長より依頼 
有識者メンバー（選択） 設計協会や関連機関等の職

員など 
必要に応じて有識者の参画

を会長より依頼 
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３－５ ＶＥチームによる実施手順 
 
設計段階において、改善によって大きな成果を得るためには原設計案にとらわれない

自由な発想が必要であり、そのためには要求される機能を明確にし、原設計案を離れて

必要な機能を果たし得るアイデアを提案することが重要である。 
このため、ＶＥチームは表－５に示す設計ＶＥの実施手順に基づき検討を進める。 

なお、表－５に示す実施手順は静岡県標準版である。 

 

表－５ 設計ＶＥ検討の実施手順  ※注）各実施手順の詳細は第４章参照 
実施手順 実 施 項 目 概   要 

①ＶＥ対象の情報収集 

（シート１） 

対象物の関連情報（要求事項、構成要素、制約

条件、問題点、コスト等）を収集・整理する 

②機能の定義 

（シート２） 

収集した情報を元にＶＥ対象の構成要素の持っ

ている機能を明確にする 
機能定義 

③機能の整理 

（シート３） 

定義された機能を機能系統図として機能を体系

的に整理する 

④機能別コスト分析 

（シート４） 

機能分野別に現行コストを算出する 

⑤機能の評価 

（シート５） 

機能分野ごとの価値を判断するため対象テーマ

の目標コストを設定したあと、機能分野別に重

要度比率を設定し、コスト配分をする 機能評価 

⑥対象分野の選定 

（シート６） 

機能分野ごとに価値の程度とコスト低減余地を

比較した上で現行方法の価値の低い機能分野を

選定し、着手すべき機能分野の優先順位を選定

する 

⑦アイデア発想・概略評

価 

（シート７） 

選定した機能分野に対して機能本位に可能な限

り自由なアイデア発想を行う 

作成したアイデアを技術的可能性、経済的可能

性の観点から個々のアイデアごとに概略評価を

行い、アイデアを絞り込む 

⑧具体化 

（シート８） 

概略評価で選択したアイデアの利点・欠点の分

析や欠点の克服方法を考え、個々のアイデアを

組み合わせて総合的代替案を選択する 

⑨基本アイデア提案書 

（シート９） 

価値向上が期待できる代替案を選択するために

技術性、経済性を詳細に評価し、提案すべき代

替案を選択する 

代替案作成 

⑩主ＶＥ提案項目一覧

表 

（シート１０） 

提案を項目ごとに整理したあと項目ごとに評価

し、ＶＥチームとして採用する提案を決定する

-8- 



提  案 
⑪提案の取りまとめ 

（シート１１） 

検討した結果を１～２案に取りまとめる 

ＶＥ審査 ⑫ＶＥ審査 
ＶＥ提案書をもとに設計ＶＥ検討会において採

否を決定する 

 
 
３－６ 設計ＶＥの事務の流れ 

 
設計ＶＥ検討会、ＶＥチーム及び本庁ＶＥ関係室の事務の流れについて時系列的に表

－６に示す。 

  
表－６ 設計ＶＥの事務の流れ 

原設計受注者 設計ＶＥ検討会 ＶＥチーム 本庁ＶＥ関係室 

 対象業務の選定   

原設計案の作成 
ＶＥチームの選定及

び編成 
  

 

必要に応じて技術管

理室に参加要請する  

ＶＥチームへの参

加メンバーの選定

及び編成 

第１回設計ＶＥ 

検討会の準備 

第１回設計 

ＶＥ検討会 

事前準備 

※注１ 
ＶＥチームに参加 

設計業務の遂行 

 ＶＥ検討 

比較代替案の

作成 ※注２

 

第２回設計ＶＥ 

検討会の準備 

第２回設計ＶＥ 

検討会 

比較代替案の審査 

代替案の発表  

決定された案による 

設計業務の遂行 
   

第３回設計ＶＥ 

検討会の準備 

第３回設計 

ＶＥ検討会 
  

最終成果の提出及び 

設計ＶＥのまとめ 

設計ＶＥの成果及び

コスト縮減等につい

てＶＥチームの成果

と合わせてまとめる 

  

 

※注１ ＶＥチームの事前準備については、次項３－７参照 

※注２ ＶＥチームの設計業務の遂行については、３－８参照 
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ＶＥチームは、調整

して事務所や県庁で

ワークショップを開

催して「受注者及び

発注担当者」とは違

った視点から設計を

検討するその方法論

は独自に決定する

担当業務は、 
何が目的か？ 
必要な機能は？ 
どうすればその機能

を満足できるか？

本庁VEチーム 

関係室(有識者) 

 

VEチーム 

他課からの選抜

（数名選出） 

第２回検討会 
（中間時） 

 

 

Ｖ
Ｅ
チ
ー
ム
に
よ
る
検
討 

設計ＶＥの目的は、より上流側での公共事業の適正化点検！

コストを下げることだけではない！ 
最適な設計を追求し、必要な機能をより低コストで調達す

る！数字的結果のみえを追求するものではない！各自の意

識改革により、ＶＥの基本理念浸透を図る！

VE チームは場合により、受注者

案について引き続き検討を実

施し、代替案を提出 

（ワークショップ方式） 

中間報告、比較案作成あるい

は、受注者の比較案について 
ＶＥ検討を加える 

VEチームが代替案作成 

（ワークショップ方式）

基本条件、設計方針確認 

現地調査、調整会議 

ＶＥチームの作業等の流れ 

厳しい財政状況の中、今後の社会資本整備についても住民や利用者のニーズ

に合い、必要な機能を確保しながら、最小のライフサイクルコストが実現で

きる最適な計画にする必要がある。そのため、設計ＶＥ検討会のなかで設計

ＶＥを導入する。 

受注者は第２

回の結果に基

づき設計業務

を進める、この

時ＶＥチーム

の提案に対し

ての検討要請

があればその

検討を業務に

加える 

第３回検討会 
（完成時） 

第１回検討会 
（着手時） 

設計ＶＥ検討会及び 
設計委託業務の流れ 

委員長がVEチームリーダー指名 

リーダーが VE チームメンバーを選出 

設計ＶＥ検討会の流れ 

（旧･技術検討委員会、設計技術ＶＥ検討委員会） 



３－７ ＶＥチームにおける事前準備 
 
原設計案にとらわれない自由な発想による改善で大きな成果を得るためには、要求さ

れる機能を明確にし、原設計案を離れて必要な機能を果たし得るアイデアを提案するこ

とが重要である。そのための事前準備として、ＶＥチームは表－７に示すＶＥの実施手

順に基づき検討を進める。 

 

表－７ ＶＥチームにおける事前準備 

項  目 時   期 内    容 

情 報 収 集 
第１回ＶＥチーム打

合せ時 

ＶＥチームは設計担当者及び設計請

負担当者からＶＥワークショップ実

施に必要な資料を収集する 

現 地 踏 査 
上記と同一日あるい

は別日 

上記内容を確認するため現地踏査を

実施する 

事前調整会議 
ワークショップ前 

（必要に応じて） 

ＶＥチームリーダー及び参加メンバ

ーはＶＥワークショップ運営の事務

連絡と資料配付等のため全員参加の

打合せを行う 
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３－８ ＶＥチームの設計業務の遂行 
 
事前準備を経て実際にワークショップを実施するための手順を、表－８に示す。 

前述３－５を参照しながら実施する。 

 

表－８ ＶＥチームにおけるワークショップ手順 

項  目 時   期 内    容 

機能定義 

第 1 回ワークショッ

プ開催時、時間短縮の

ため第１回ＶＥチー

ム打合せ時でも可と

する 

・設計担当者（発注者）はＶＥチームに対して

対象テーマの概略説明を行い、ＶＥチームから

の質疑に応じる 
・対象構造物の構成要素に基づいて機能を定義

する 
・定義した機能を体系化し機能系統図を作成す

る 

機能評価 
第２回目以降のワー

クショップ開催時 

・機能系統図上で対象とする機能のレベルと機

能分野を定め、現行コストを機能に配分する 

・目標コストを各機能分野に割り付けＶＥチー

ムの合意によって機能評価値を設定する 

・価値の程度及びコスト低減余地の大小を勘案

して着手すべき機能分野の順位付けをする 

代替案作成 
第２回 

設計ＶＥ検討会前 

・機能を満足するアイデアを発想する 

・アイデアの経済性、技術的可能性を評価する

・高評価を得たアイデアの内容をスケッチし具

体化を行う 

・具体化したアイデアの技術性・経済性を再度

評価しその結果の最善案を代替案とする 

 

具体的な設計ＶＥの実施方法を次項に述べる。
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４．設計ＶＥの選択 

４－１ 価格及び難易度による設計ＶＥの種別選択 

 

設計ＶＥの手法や手順には様々な方法があり、対象業務の価格や難易度等内容によっ

て最適な方法を選択していく。本県の設計ＶＥ検討会における方法は、標準型を基本と

するが、時間的な制約、対象案件が比較的簡易であると判断した場合は簡易型ＶＥや２

時間ＶＥを選択して、より効率的運用を図る。 

 

 

簡単ＶＥ 

 

２時間ＶＥ 

 

 

 

標準型ＶＥ 

（静岡県標準型） 

発注型ＶＥ 

価

格 

 
難易度

 

図－３ 設計ＶＥの選択範囲 

 

○簡単型ＶＥ 

簡単設計ＶＥ用ワークシートを使用して、４ステップで改善提案までまとめる方法。

ＶＥチームで実施するというより、各個人で担当する各業務について求める機能等につ

いて確認する作業工程として活用。 

 

○２時間ＶＥ 

２枚の様式を使用して行う短時間ＶＥの方法。ＶＥの各ステップを質問形式にしてＶ

Ｅ実施による改善をわずか２時間で行うやり方です。設計ＶＥ検討会にかけるほどでは

ないが、設計ＶＥを実施して設計の最適化を図る時に活用。 

 

○標準型ＶＥ 

 本県の設計ＶＥ検討会において実施されるＶＥの基本形。前章で示した設計ＶＥ検討

会の流れに沿って、ＶＥチームのワークショップ活動により代替案を作成し、第２回設

計ＶＥ検討会において原案あるいは受注者案と比較検討する。 

 

○発注型ＶＥ 

標準型ＶＥにおいて、規模や重要度等から別途ＶＥ業務として発注することが適当で

あると判断する案件について、別途ＶＥ検討業務として発注する方法。発注形式は単独

あるいは当該業務の中に技術経費としてＶＥ検討業務を計上する。原則として、費用は

簡易プロポーザル方式として、価格も受注者に提案させる。プロポーザル方式以外の場

合は、技術経費に設計費の１割以内を目安としてＶＥ検討業務を計上する。参考歩掛は

技術管理室に相談すること。 
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４－２ 機能定義の方法 

４－２－１ 情報収集 

 

ここでは、静岡県標準型ＶＥの実施方法について述べる。 

ＶＥは選定された業務について、「基本的な問題は何か？」「どんな機能上の要求があ

るか？」など、対象の本質を理解し問題を把握することから始まる。 

ＶＥチームは当該対象構造物の目的、背景、制約条件、仕様、技術上の問題点、コス

ト等の情報を収集し、設計内容を詳細に把握する。 

 

４－２－１－１ 情報収集の目的 《何のために情報収集するのか？》 

 

① 対象業務に精通する → 業務内容に関する特有情報を収集、整理する 

② チームメンバーが共通の基盤に精通する 

 

４－２－１－２ 収集すべき情報 《どのような情報を収集・整理するのか？》 

 

対象業務に精通するため、以下の情報を収集、整理する。なお、要求事項の抽出にお 

いては、当該対象物の目的、計画位置における自然特性や社会特性、対象物や施工に関

する技術特性を整理し、要求事項を明確にすることが重要である。 

① 要求事項に関する情報 

② 構成要素に関する情報 

③ 制約条件、問題点に関する情報 

④ コストに関する情報 

 

表―９ 情報収集の整理表（例：シート１） 

情報収集 

【要求条件に関する情報】 

第 3 種第 2 級 設計速度Ｖ＝50ｋｍ/ｈ 

Ｈ15 年度センサス 3，300 台/12ｈ 

歩道復員Ｗ＝3.5ｍ 

地元要望強い 

【構成要素に関する情報】 

最大縦断勾配 7％ 

片勾配 7％、Ｒ＝150ｍ 

○○川計画流量Ｑ＝500ｍ3/ｓ 

 

【技術・制約条件・問題点に関する情報】

開通予定年はＨ21 

Ｈ19 年度までに No.50 まで工事 

No.0～No.30 までは用地買収完了 

自然保護法（国立公園） 

埋蔵文化財調査必要 

 

【コストに関する情報】 

土工     300 百万円（10.2％） 

法面工    150 百万円（5.1％） 

擁壁工    580 百万円（20.3％） 

排水工    240 百万円（7.7％） 

用地補償費  山林  250 円/ｍ3 

宅地 9,800 円/ｍ3 
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４－２－２ 機能の定義 

 

ものには必ず何らかの働きや目的、すなわち「機能」がある。何の機能もなければ、 

その目的が存在する意味はない。 

 ＶＥはその機能を一つずつ定義し、ものの原点から見直すことで思考を広げる。 

 

表―１０ 機能定義の整理表（例：シート２） 

構成要素 コスト 機能定義 基本 ２次

土工 
312

（10.2％） 

土を動かす 

土を掘る、盛る 

作業空間を確保する 

○ 

 

法面 
152 

（5.1％） 

斜面の安定を図る 

緑化をする 

排水を確保する 

○ 

 

擁壁工 
26 

（0.9％） 

地山の崩壊を防止する、抑制する 

車両の通行スペースを確保する 

作業空間を確保する 

○ 

 

 

４－２－２－１ 機能の定義の目的 《何のために機能定義をするのか？》 

 

① 機能を明確にする →対象の存在の本質を明確にする 

② 機能を評価する →機能本位に問題を捉える 

③ アイデアを出しやすくする →問題を抽象化しアイデアを出しやすくする 

④ 代替案を評価する →明確化した機能との制約条件を代替案の評価基準とする 

 

４－２－２－２ 機能の定義の方法  

 

表―１０のシート２を作成する際の注意点として、表―１１のように名詞と動詞で、 

「～を～する」と簡潔に表現する 

表―１１ 機能の定義の方法 

機     能 
構成要素 

名 詞 動 詞 制約条件 

土工 土を 

土を 

作業空間を 

掘る 

盛る 

確保する 

自然保護法 

（国立公園） 

埋蔵文化財調査必要 

法面工 斜面の安定を 

排水を確保する 

図る 

確保する 

Ｈ19 年度までに No.50

まで工事 

擁壁工 地山の崩壊を抑制する 

車両の通行スペースを 

防止する 

確保する 
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４－２－２－３ 機能の定義の手順  

 

① 対象業務を構成要素ごとに分割する 

（ex.道路改良工事という対象の場合、土工、法面、擁壁工など工種ごとに分割） 

② 構成要素ごとに機能を定義する 

（ex. 土工の場合、土を掘る、土を盛る、作業空間を確保する等） 

③ 機能の制約条件を設定する 

（ex. 土を掘るならば、自然保護法や埋蔵文化財調査必要等） 

 

 

４－２－３ 機能の整理 

 

 ＶＥの特徴は「もの」から離れ「機能」をもとに改善することができる。定義された

機能には目的的な機能と手段的な機能がある。対象を「もの」としてではなく「機能」

と言う概念の集合として客観的に捉えるためにはこれらの機能を系統立てて見る必要

がある。 

 

４－２－３－１ 機能の整理の目的 《何のために機能の整理をするのか？》 

 

① 対象業務の果たすべき機能を明確にする 

② 機能分野を明らかにする → どの機能分野で以降の検討を進めるか 

③ 設計の考え方を理解する → 機能系統図で設計の考え方を一覧で示す 

④ 設計の定義の適切さを確認する → 機能表現、機能追加 

 

４－２－３－２ 機能の整理の方法と手順 

 

① ワークショップで用いるカードを使用して機能をカードに書き出す 

② 機能の関連づけ → 書き出した機能を整理し関連づける、具体的にはある機能

の直接的な目的となる機能（上位機能）を抽出し機能を関連づけていく 

《何のためにその機能が必要か？》 → 上位機能の追求 

③ 機能系統図を作成し確認する→定義された個々の機能が全て機能系統に位置づ

けられたら機能系統図を作成し論理的に正しいか確認する 

  《どんな手段でその機能を達成しようとしているのか？》 → 下位機能の追求 
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４－３ 機能評価 

４－３－１ 機能別現行コスト分析 《そのコストはいくらか？》 

 

機能の定義、機能の整理を通して対象が「もの」から「機能」に置き換わった。次に 

コストに関して「もの」に対するコストから「機能」に対するコストに視点を変える。 

 

４－３－１－１ 機能別現行コスト分析の目的 

 

機能別現行コスト分析は対象物の貢献度比率を設定することにより、必要とする機能

別の現行コストを明確にするために実施する 

 

４－３－１－２ 機能別現行コスト分析の手順 

 

① 前述「機能の整理」で整理した機能系統図上の機能レベルに着目し、検討する機

能レベルを設定する 

② 構成要素に対する機能分野別の貢献度比率を設定する 

③ 構成要素別現行コストを明確化する 

④ 機能分野別現行コストを算出する 

 

表―１２ 機能別現行コスト分析表（例：シート４） 
機能分野別現行コスト（Ｃ） 

構成要素 
現行コスト 

（百万円） 大型車両を通す 防災対策強化 環境保全 ・・・ 

土工 312 
40％ 

126 

20％ 

62 

 

 
・・・ 

法面工 152 
30％ 

46 

70％ 

106 

90％ 

180 
・・・ 

擁壁工 26 
30％ 

8 

70％ 

18 
 ・・・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 
 ・・・ 

合計 3,057 1,381 1,028 269 ・・・ 
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４－３－２ 機能の評価 《その価値はどうか？》 

 

本項では、その機能を達成するためにいくらのコストをかけるべきか、すなわちコス 

ト目標を設定する。 

 

４－３－２－１ 機能の評価の目的 

 

① 機能分野ごとの価値の程度を評価するための基準を設定する 

② 特定の機能を達成するために費やすコスト目標を設定する 

Ｆ（機能：機能評価値）＝Ｖ（価値）×Ｃ（コスト） 

     *価値の低い機能分野を設定する → 最小の投資で最大の効果を出す 

     *改善活動の動機付けを得る   → 「やればできる」の信念を持つ 

     *改善目標を設定する      → 達成すべき目標を確率し努力を結集

する 

 
４－３－２－２ 対象分野の選定の手順 

 

① 機能分野の価値の程度Ｖ（Ｆ/Ｃ）を評価する 

   機能別現行コスト（Ｃ）及び機能評価値（Ｆ）との比率（Ｆ/Ｃ）を算出し、

価値の程度を評価する 

   価値の程度（比率）が小さいほど現行方法の価値が低く、価値向上への努力が

必要な機能と言える 

② 機能分野のコスト低減余地（Ｃ－Ｆ）を評価する 

   機能別現行コスト（Ｃ）及び機能評価価値（Ｆ）との差額（Ｃ－Ｆ）を算出し、

評価する 

コスト低減余地が大きいほど現行方法を改善する必要性が高い 

③ 価値改善の優先順位を決定する 

   機能分野ごとに現行方法の価値の程度Ｖ（Ｆ/Ｃ）とコスト低減余地（Ｃ－Ｆ）

について比較した結果価値の程度が小さく、コスト低減余地（Ｃ－Ｆ）の大き

い機能分野では改善の必要性が高いと言える。このような観点から価値改善の

高い対象機能分野の優先順位を決定する 
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  表―１３ 対象分野の選定表（例：シート６） 

機能分野 
機能評

価値

（Ｆ） 

機能分野別

現行コスト

（Ｃ） 

価値の程度

Ｖ（Ｆ/Ｃ） 

コスト低減

余地 

（Ｃ―Ｆ） 

対象機能分野

の優先順位 

大型車両を通す 1,500 1,381 1.08 -119  

防災対策強化 1,000 1,028 0.97 28 ① 

環境保全 300 269 1.12 -31 ② 

・ 
・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

計 3,057 3,057    

 
 
４－４ 代替案の作成 

４－４－１ アイデア発想 《他に同じ働きをするものはないか？》 

 

創造とは過去の経験や知識を解体、結合して新しい効果を実現する効用を実現するこ 

とである。ある機能、目的を果たす手段が一つしかないと言うことはあり得ない。あら

ゆる角度から発想し、最も価値ある設計着想、達成手段の手がかりを求める。 

 

 ４－４－１－１ アイデアの発想の目的 

  

① 特定の機能を達成するアイデアを生み出す 

アイデア発想の目的は、実現可能な具体案を作成するのではなく、機能本位に

具体案のヒントになりうるアイデアを多数発想することにある。特に、過去の経

験や知識を活かすとともに、情報収集を積極的に行うことにより数多くのアイデ

アを得るように努めることが重要である。 

 

４－４－１－２ アイデアの発想の方法 

 

① 機能本位の発想 

   抽象化された機能をキーワードとして発想することにより、アイデアの拡大が

図れ、抜本的な改善につながる可能性が大きい。 

   また、設定した対象機能に対し「機能を果たす」という観点からアイデアを発

想する。あくまで、アイデアの発想はもの本位ではなく、機能本位に行うことが

重要である。 
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４－４－２ 概略評価 《そのコストはいくらか？》 

《それは必要な機能を確実に果たすか？》 

アイデア発想で出されたアイデアについて、技術性と経済性から概略評価を行う。 

 

４－４－２－１ 概略評価の目的 

 

価値向上の可能性を探る → 具体化すべきアイデアを粗ぶるいする 

 

４－４－２－２ 概略評価の方法 

 
① 技術的可能性評価 

創造されたアイデアの技術的な可能性を検討、評価する 
→「機能の制約条件（必要条件）を満足できる可能性があるか」 

  「現状の技術で実現できる可能性があるか」 
② 経済的可能性評価 

創造されたアイデアが設定したコスト目標（機能評価値）の達成に貢献できる

可能性があるかを検討、評価する 
○ 良 い：目標達成の可能性が高い 
× 悪 い：目標達成の可能性がほとんどない 
△ 要検討：現在の情報では判断できない 
 

表―１４ 概略評価表（例） 
【対象】 

大型車両を通すアイデア 
技術的可能性 

○良い×悪い△要検討 

経済的可能性 
○良い×悪い△要検討 

採否 
○採用×不採用 

直壁を採用する ○ × × 
バイパスにする ○ × × 
歩道を作らない（歩車道分離する） ○ △ ○ 

・ 
・ 

・ 
・ 

・ 
・ 

・ 
・ 
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 ４－４－３ 具体化 

 

 選定したアイデアを組み合わせ実現可能な代替案に育て上げて行かなくてはならな

い。設計ＶＥを中途半端に終わらせないよう重要な作業である。 

 

 ４－４－３－１ 具体化の目的 

  

① 価値向上の期待できる代替案の作成 

   アイデアを組み合わせて具体化し、価値の高い代替案に作り上げる。 

 
４－４－３－２ 具体化の手順 

 

① アイデアの組み合わせ 

機能分野ごとに概略評価で選定したアイデアを組み合わせる。 

② 利点、欠点の整理と検討 
   組み合わせたアイデアの利点と欠点を整理する。利点よりも欠点を落とすこと

なく列挙することが大切。 
③ 洗練化 

②で整理、検討した機能別のアイデアに対する組み合わせの機能別代替案を作

成する。この段階で機能別代替案としてまとまらない場合は①に戻りさらに機

能別代替案を洗練化する。 
④ 代替えの作成 
   ③で作成された代替案を組み合わせ、いくつかの総合代替案を作成する。 
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４－４－４ 詳細評価 

 

具体化され提案しようとする複数の代替案に対して、技術性と経済性について詳細に

評価を行い提案の優先順位を決める。 

 

４－４－４－１ 詳細評価の目的 

 

① 複数の代替案の中から価値の向上が期待できる案を選択する 

② 選択する代替案は間違いなく価値が向上する内容であることを保証する 

 

４－４－４－２ 詳細評価の方法 

 

① 技術性の評価 

対象テーマに要求される機能、安全性、環境への配慮、法的な規制条件等求め

られる必要条件に対し、個々の代替案が確実にそれらの要求事項を満たすこと

ができるかどうか検証及び妥当性について評価する 

② 経済性の評価 
   各代替案のコストを見積り、経済性を評価する 

 
表―１５ 詳細評価表（例） 

種別 項目参考例 具体例 
工事目的物の性能・機能に関する事項 サービス水準、安全性、

耐久性 
環境への配慮に関する事項 騒音、振動、粉じん、 

水質汚濁、景観、リサイ

クル対策、生態系等 
技術性の評価 

法的な規制条件に関する事項 各種法律規制、 
交通規制時間等 

経済性の評価 工事費、用地費、補償費、維持管理費  
 
③ 総合評価 
 技術性及び経済性の評価結果をもとに個々の代替案を比較評価し、ＶＥチームとし 

ての代替案を決定する 
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４－５ 代替案の提案 

 

ＶＥチームとしてまとめた代替案を、第２回設計ＶＥ検討会に提出する。検討会にお

いて、ＶＥチーム代表が代替案の設計コンセプトを説明し、業務請負コンサルタント作

成の比較案等と内容について検討を行う。 

提案の取りまとめ及び説明では下記に配慮する。 

① 対象物の特徴とテーマの選定理由を明記する 
② 提案に至るまでの経緯を分かりやすく説明する 
③ 機能を中心に代替案の利点・欠点等を明確に説明する 
 
４－６ ＶＥ審査 

 

設計ＶＥ検討会は提案に関して、第２回設計ＶＥ検討会でその採用可否を審査し、審 

査結果を設計業務委託に反映させる。 

 

５ おわりに 

 

平成１５年度から実施されている技術検討委員会に、ＶＥチームによるＶＥ活動を追 
加し、更なる最適設計を目指していく。本ガイドラインを参考に設計ＶＥを実施するこ

とにより、その効果や活用法等の検証を行いながら精度を向上させる。 
今後は取り組みの効率化を図るため、積極的にＶＥ基礎研修や実務ＶＥのメンバーと

して参加し、蓄積された知識や経験をもとに本県におけるＶＥ推進に努めるものとする。 


